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   中野区自治基本条例  
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 附則  

 中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と

人々のきずなを重んじ、更に発展させながら次世代に引き継ぎ、区民

が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希求していま

す。  

 そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役にな

ることが不可欠であり、区政においては、区民の多様な参加を保障し、

区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となります。  

 中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び

区長がそれぞれの役割と責任を果たしながら、区民の最大の幸福を実

現する地域社会の形成に向け努力していきます。  

 こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとし

て、ここに中野区自治基本条例を制定します。  

   第１章  総則  

 （目的）  



第１条  この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするととも

に、区民の権利及び責務並びに区議会及び執行機関の責務等、行政

運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項について定めることに

より、区民の意思を反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推

進し、もって安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現すること

を目的とする。  

 （自治の基本原則）  

第２条  区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさ

を追求するために自治を営む。  

２  区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実現を目

指す。  

３  区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならない。  

４  区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政への参加

の機会を保障しなければならない。  

５  公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する目的を

達成するため、協力し合う。  

 （区民の権利及び責務）  

第３条  区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直し

のすべての過程に参加する権利を有する。  

２  区民は、区の保有する情報を知る権利を有する。  

３  区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持ち、

安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて努めるものと

する。  

 （区議会の役割及び責務）  

第４条  区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関で

あるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適正か

つ効果的な行政運営を確保する権能を有する。  



２  区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を

図るものとする。  

 （執行機関の役割及び責務）  

第５条  執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直し

のすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努め

るとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならな

い。  

２  執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区民

の権利及び利益を保護しなければならない。  

３  執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならな

い。  

 （執行機関の職員の責務）  

第６条  執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを

自覚し、この条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取り組

まなければならない。  

 （区長の役割）  

第７条  区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ

誠実な行政運営を行わなければならない。  

   第２章  行政運営  

 （基本構想の制定等）  

第８条  区は、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想

を、財政見通しを踏まえた上で定めるものとする。  

２  執行機関は、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、総

合的かつ計画的な行政運営を行うものとする。  

 （行政手続）  

第９条  執行機関は、区民の権利及び利益の保護に資するため、行政

手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公平性及び公正



性の確保並びに透明性の向上を図らなければならない。  

 （行政運営の改善）  

第１０条  執行機関は、行政活動の成果を示す目標を設定するととも

に、その達成度を評価することにより、行政運営の改善を図らなけ

ればならない。  

 （公益通報）  

第１１条  執行機関は、行政運営上の職員の違法な行為等による公益

の損失を防止するため、職員の公益通報に関する事項を定めるもの

とする。  

 （区民の不利益救済制度）  

第１２条  執行機関は、区民の権利及び利益の保護を図り、行政運営

の過程で区民が違法又は不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速

に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければならない。  

 （個人情報の保護）  

第１３条  執行機関は、保有する個人情報を保護しなければならない。  

   第３章  区民の参加  

 （区民参加の手続等）  

第１４条  行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容、性質

及び重要性に応じ、個別意見の提出、意見交換会、パブリック・コ

メント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法によるものと

する。この場合において、次に掲げる事項の決定については、原則

として、意見交換会及びパブリック・コメント手続を経るものとす

る。  

 ⑴  区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃  

 ⑵  基本計画及び個別計画の策定又は改廃  

 ⑶  次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項

に係る改正の案の策定  



  ア  区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするも

の  

  イ  広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの  

 ⑷  広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画

の策定又は変更  

２  執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の総

意又は合意点を見極めるものとする。  

３  執行機関は、区民の意見の取扱い等について説明責任を果たさな

ければならない。  

 （住民投票）  

第１５条  区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握

するため、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を

規定した条例で定めるところにより、住民投票を実施することがで

きる。  

２  前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投票

の資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものと

する。  

３  区長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。  

 （住民投票の請求及び発議）  

第１６条  区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところに

より、その総数の５０分の１以上の者の連署をもって、住民投票を

規定した条例の制定を区長に請求することができる。  

２  区議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の１２分

の１以上の区議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を議

案として区議会に提出することにより住民投票を発議することがで

きる。  

３  区長は、自ら住民投票を発議することができる。  



   第４章  区民の合意事項の尊重  

第１７条  区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課

題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重するも

のとする。  

   第５章  条例の位置付け  

第１８条  この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであり、

他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を

尊重し、整合性を図るものとする。  

   第６章  雑則  

 （検証及び見直し等）  

第１９条  区は、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされている

か検証するとともに、区民の参加による見直し等必要な措置を講ず

るものとする。  

 （委任）  

第２０条  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２３年１１月１日条例第４８号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

   附  則（平成２６年３月２７日条例第１０号）  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


